
 

・教育センター，福山庁舎第２庁舎に「心のふれあい相談室」を設置 

・｢いじめダイヤル 24｣事業の実施 

教 育 相 談 推 進 事 業

 

・児童生徒の不登校や問題行動，中途退学等の未然防止への対応（臨床心理士等） 

・子供たちの悩みなどへの相談や教員の指導のサポートを通して，教育相談体制を確立

配置校：268 校程度（小学校 65 校，中学校 168 校，高等学校 35 校） 

 

・学力に課題のある児童生徒の家庭の学習環境を整え，学力向上を図るための保護者

等への働きかけや具体的な支援        配置校：１０中学校区 
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・暴力行為，いじめ，不登校等生徒指導上の諸問題の解決を図るため，指導主事による

継続的な訪問指導や連絡協議会を活用した支援を実施 

 

・生活環境に課題のある児童生徒の家庭等に対して効果的な支援を行うための保護者

等への働きかけや具体的な支援  配置校：10 中学校区，高等学校 2 校程度 

 

・指定校の生徒指導体制の強化のため集中的な学校訪問指導の実施 

・特に生徒指導上の課題の大きい学校に対してスクールサポーターを派遣 

・学校だけでは解決が困難な事案に対し，外部専門家チーム（弁護士，精神科医等）

を派遣                         配置校：19 校程度 

 
生徒指導総合対策事業 

１ 事業目的  
学校教育の基盤となる生徒指導体制を強化し，生徒指導上の諸問題の未然防止や早期

発見・早期対応を行うとともに，各学校及び市町教育委員会の指導力を強化する総合的

な取組を通して，本県における暴力行為，いじめ，不登校及び中途退学等の生徒指導上

の諸問題の解決を図る。 
２ 事業内容 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

３ 予算額 
  １８，４０４千円（前年度 １５，４１８千円） 

小中高等学校生徒指導実践指定校支援事業

ス ク ー ル カ ウ ン セ ラ ー 活 用 事 業

家庭教育支援アドバイザー活用事業 

生 徒 指 導 体 制 の 充 実 

教 育 相 談 の 充 実 

家 庭 支 援 の 充 実 

関 連 事 業 

スクールソーシャルワーカー活用事業

生 徒 指 導 集 中 対 策 プ ロ ジ ェ ク ト


